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YOKOGAWAは、
自律と共生によって持続的な価値を
創造し、
社会課題の解決をリードしていきます。

Yokogawa's Purpose

測る力とつなぐ力で、
地球の未来に責任を果たす。
　「測る力とつなぐ力」はYOKOGAWAが決して失うこと
のないコアコンピタンスです。その力を今日の社会課題の解
決に生かし、人と地球が共生する未来をかなえたい、そうし
た思いを「地球の未来に責任を果たす」というコミットメン
トに込めました。

Vision statement

　YOKOGAWAが実現する操業の自律化は、生産性向上、
リスクの回避、人の負荷低減や安全の確保に貢献します。
それは、組織や企業、産業を超える範囲で進められていきます。
YOKOGAWAが実現すべき産業界や社会の姿は、それぞれが
自律しながらも連携した、共生型の産業界であり社会です。
それを実現し、持続的な価値を生み出していくことによっ
て、YOKOGAWAは社会が抱える課題の解決に率先して取
り組んでいきます。
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目次、株主の皆さまへ、株主の皆さまへ

株 主 の 皆 さ ま へ

　株主の皆様には、日頃よりご支援いただき厚くお礼申し上げま
す。ここに招集ご通知をお届けし、第146回定時株主総会の開催
をご案内申し上げますとともに、2021年度の事業の概況をご報告
いたします。
　2021年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の変
異株再拡大による影響がある中で、多くの国や地域で経済活動再
開に向けた動きがみられました。一方、半導体などの部品調達難
や物流コスト上昇は継続しており、また年度終盤にはウクライナ
情勢の深刻化によりエネルギー需給のひっ迫、資源や原材料価格
の高騰などが顕在化し、国際情勢および世界経済は先行きが見通
せない状況となっています。
　今後も急激、かつ著しい変化が想定される事業環境下で当社グ
ループが大きな価値を提供し続けるためには、ESG（環境・社
会・ガバナンス）の３つの視点で経営を行うことが不可欠となり
ます。中期経営計画「Accelerate Growth 2023」では、ESG経
営の推進により、社会や環境に貢献しながら持続的な成長を遂げ

代表取締役社長 取締役会長

るため、社会共通の課題の解決を軸とした事業構造の確立を目指します。社会・経済情勢が安定した未来社
会を見据え、中期経営計画を確実に実行していくことで、当社グループのさらなる成長と事業を通じた持続
可能な社会の実現に取り組んでいきます。
　株主の皆様のご期待に応えられるよう、事業の一層の拡大と企業価値の向上に努めてまいりますので、引
き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

2022年５月

　



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

株主各位

証券コード　6841
2 0 2 2 年 ５ 月 3 1 日

株　  主　  各　  位
東京都武蔵野市中町二丁目９番32号

横 河 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長   奈　良　　寿

１. 日　　　時 2022年６月22日（水曜日）午前10時（受付開始　午前9時）
２. 場　　　所 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号　本社　大会議室

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
　本株主総会では、ソーシャルディスタンス確保のため、会場の座席数を大幅に少なくしております。
そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしく
お願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がありえま
す。その場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/）に掲載しま
す。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、当社ウェブサイトを必ずご確
認くださいますようお願い申し上げます。

３. 会議の目的事項
報告事項 １．

２．

第146期（自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）事業報告の内容、連結計算書類
の 内 容 並 び に 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件
第146期（自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項
　第１号議案
　第２号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件

　第３号議案 取締役９名選任の件
　第４号議案 監査役１名選任の件

第146回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第146回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、極力、書面またはインターネット等
により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。お手数な
がら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、後記の「議決権行使のご案内」に従って議決権を行使してくだ
さいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上

－ 1 －
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株主各位

２．当日の対応について
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
・本株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・本株主総会においては、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続という観点か

ら、当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席とさせていただく可能性があります。なお、出席す
る役員はマスクを着用させていただきます。

・報告事項（監査報告を含みます）及び議案の説明は可能な限り短縮させていただきます。

〈第146回定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について〉

１．株主の皆様へのお願い
・本株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により対応を更新する場合がございます。
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/）より、発信情報をご確認くださいま

すよう、併せてお願い申し上げます。
・本株主総会につきましては、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日

のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。マスクを持参・着用いただけない株主様は入

場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
・本株主総会終了後のショールーム及びグローバルレスポンスセンターの見学は中止とさせていただきます。終了後

は速やかにお帰りいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並び
に計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知
の提供書面には記載しておりません。

　したがって、本招集ご通知の提供書面の連結計算書類及び計算書類は、監査役又は会計監査人が監査報告又は
会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎当日、代理人により議決権を行使される場合は、当社定款第19条の規定に基づき、議決権を有する他の株主の方
１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

◎本招集ご通知に記載しておりますグラフ、写真などは、ご参考情報です。
◎株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

－ 2 －
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議決権行使について

議 決 権 行 使 の ご 案 内

株主総会への
出席による
議決権行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。
また、本招集ご通知をご持参くださいます
ようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

2022年6月22日(水曜日)

午前10時　

書面による
議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、行使期限までに到着す
るようご返送ください。

行使期限

2022年6月21日(火曜日)

午後5時まで　

インター
ネットによる
議決権行使

パソコン、携帯電話、スマートフォンよ
り議決権を行使いただけます。
次頁の「インターネットによる議決権行使
のご案内」をご確認いただき、行使期限
までに議案に対する賛否のご入力を終え
てください。

行使期限

2022年6月21日(火曜日)

午後5時まで　
　

重複して
議決権を

行使された
場合の取扱い

書面とインターネットにより
重複して議決権を行使された場合

到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を
有効なものとさせていただきます。

インターネットにより
複数回議決権を行使された場合 最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。

　

　以下の3つの方法により議決権を行使いただくことができます。なお、株主の皆様におかれましては、感染
拡大防止の観点から、株主総会参考書類をご検討のうえ、極力、書面またはインターネット等により事前
の議決権のご行使をお願い申し上げます。

－ 3 －
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議決権行使について

Ⅰ インターネットによる議決権行使について

議決権行使
ウェブサイト

　
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

ご 注 意
●パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。他人に絶対知られないようご注意ください。なお、パスワードを当社

よりお尋ねすることはございません。
●パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
●議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、機器によってはご利用いただけない場合があります。

(1) 議決権行使ウェブサイトのご利用方法等に関する専用お問い合わせ先 (2) 左記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリー
ダイヤル

　 0120-768-524（9:00〜21:00）
フリー

ダイヤル
　 0120-288-324（平日9:00〜17:00）

Ⅱ 議決権電子行使プラットフォームについて

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使に際してご了承いただく事項
(1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行

使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。な
お、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

(2) 議決権行使コード及びパスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の株主総会に関してのみ有効で
す。
次回の株主総会の際には、新たに発行いたします。

(3) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

2. お問い合わせ先について
ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行㈱ 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、㈱東京証券取引所等により設立された合弁
会社㈱ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における
電磁的方法による議決権行使の方法として、上記Ⅰ.　のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォーム
をご利用いただくことができます。

－ 4 －
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剰余金処分議案

第１号
議 案

　

剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要施策の一つと認識し、利益成長

を通じて安定的・継続的な増配を目指します。
具体的には、業績及び中長期的な株主価値の最大化に向けた投資資金の確保、成長投

資を支える財務基盤の維持を総合的に勘案しながら、連結配当性向30％を上回る配当水
準の確保に努めます。また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本
配当率を踏まえた安定的な配当の維持を図ります。

上記の方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと
存じます。これにより、当期における１株当たりの年間配当金は、中間配当金17円と合
わせて34円となります。

株 主 総 会 参 考 書 類

　期末配当に関する事項
(１) 配当財産の種類

金銭
(２) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき17円
配当総額　 4,537,817,055円

(３) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月23日

【ご参考】

※ 創立100周年記念配当5円00銭を中間配当に含みます。
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定款変更議案

第２号
議 案

　

定款一部変更の件
１．変更の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導
入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項
の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16
条）は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

現 行 定 款 変 更 案
第16条 （株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、
事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示す
べき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い
インターネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができる。

（削除）

（新設） 第16条 （電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等
の内容である情報について、電子提供措置をとるものと
する。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日
までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記
載しないことができる。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 6 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（新設） （附則）

現行定款第16 条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）の削除及び変更案第16条（電子提
供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令
和元年法律第70 号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力
を生ずるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款
第16条はなお効力を有する。

３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い
日後にこれを削除する。

－ 7 －
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取締役選任議案

第３号
議 案

　

取締役９名選任の件
　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、社外取締役５名を含む取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、取締役候補者の選定にあたっては、当社が定める「取締役・監査役・執行役員
の選解任の方針と手続」に基づき、委員の過半数が社外取締役により構成される「指名
諮問委員会」の審議を経た答申をもとに、取締役会で決定しております。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位・担当 取締役会出席状況

1
にし

西
じま

島
 

 
たか

剛
し

志 取締役会長 再 任
　

14回/14回
(100％)

2
な

奈
ら

良
 

　
 

 
ひとし

寿 代表取締役社長 再 任
　

14回/14回
(100％)

3
あな

穴
ぶき

吹
 

 
じゅん

淳
いち

一 取締役　専務執行役員　経営管理本部長 再 任
　

14回/14回
(100％)

4
だい

戴
 

　
 

 
 

　
ゆう

煜
取締役
常務執行役員　デジタルソリューション本部長

再 任
　

14回/14回
(100％)

5
せき

関 
 

　
のぶ

誠
お

夫 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者
　

再 任
　

14回/14回
(100％)

6
すが

菅
た

田 
し

史
ろう

朗 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者
　

再 任
　

14回/14回
(100％)

7
うち

内
だ

田 
 

　
あきら

章 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者
　

再 任
　

14回/14回
(100％)

8
うら

浦
の

野
 

 
くに

邦
こ

子 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者
　

再 任
　

11回/11回
(100％)

（2021年６月23日就任後）

9
ひら

平
の

野
 

 
たく

拓
や

也  　- 社外取締役候補者 独立役員候補者
　

新 任
　

-

－ 8 －



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

取締役選任議案

候補者番号 1
再　任

にし

西
じま

島
 

 
たか

剛
し

志
生年月日　1957年８月12日

所有する当社株式数

83,248株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1981年    4 月 ㈱北辰電機製作所（現 横河電機㈱）入社
    2008年    10月 執行役員　IA事業部プロダクト事業センター長
    2010年    4 月 横河メータ＆インスツルメンツ㈱（現 横河計測㈱）　代表取締役社長
    2011年    6 月 当社取締役　横河メータ＆インスツルメンツ㈱（現 横河計測㈱）　代表取締役社長
    2012年    4 月 取締役　常務執行役員　IAプラットフォーム事業本部長
    2013年    4 月 代表取締役社長
    2019年    4 月 代表取締役会長
    2021年    4 月 取締役会長　現在に至る

重要な兼職の状況
株式会社日立物流　社外取締役

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
11年 全14回中　14回（100％）

取締役候補者として選任する理由
　西島剛志氏は、取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏は当社の制御事業での製品企画
開発や事業部運営、計測事業子会社の社長を経た後、2013年度から代表取締役社長、2019年度からは
代表取締役会長、また2021年度からは取締役会長として当社の経営を担い、経営者として豊富な経験
と実績を有しています。引き続き、同氏のマネジメント経験と実績を活かすことで、企業価値向上と取
締役会における意思決定機能及び経営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、取締役として選任
をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

（注）１．西島剛志氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為

（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。西島剛志
氏は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容
での更新を予定しております。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者番号 2
再　任

な

奈
ら

良
 

 
ひとし

寿
生年月日　1963年１月23日

所有する当社株式数

25,968株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1985年    4 月 当社入社
    2001年    10月 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
    2003年    10月 Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
    2007年    1 月 当社ソリューション事業部　第１営業本部長
    2010年    4 月 常務執行役員　ソリューション営業本部長
    2011年    6 月 取締役　常務執行役員　ソリューション営業統括本部長
    2012年    4 月 取締役　常務執行役員　ソリューションサービス営業統括本部長
    2013年    4 月 取締役　横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
    2017年    4 月 取締役　専務執行役員　日本・韓国代表 兼 横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
    2018年    4 月 取締役　専務執行役員　ライフイノベーション事業本部長
    2019年    4 月 代表取締役社長　現在に至る

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
11年 全14回中　14回（100％）

取締役候補者として選任する理由
　奈良 寿氏は、取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏は、当社の制御事業の営業部門で
の業務や国内・海外子会社の社長及び新事業の立ち上げに携わった後、2019年度からは代表取締役社
長として業務執行の指揮を執っており、経営者としての豊富な経験と実績を有しています。引き続き、
同氏のマネジメント経験と実績を活かすことで、企業価値向上と取締役会における意思決定機能及び経
営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

（注）１. 奈良 寿氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為

（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。奈良 寿氏
は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容で
の更新を予定しております。

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者番号 3
再　任

あな

穴
ぶき

吹
 

 
じゅん

淳
いち

一
生年月日　1963年３月18日

所有する当社株式数

22,435株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1986年    4 月 ㈱福徳相互銀行入行
    1992年    3 月 当社入社
    2005年    1 月 財務部長
    2011年    4 月 執行役員　経理財務本部長
    2014年    6 月 取締役　執行役員　経理財務本部長
    2016年    4 月 取締役　常務執行役員　経理財務本部長
    2018年    4 月 取締役　常務執行役員　経営管理本部長
    2019年    4 月 取締役　専務執行役員　経営管理本部長　現在に至る

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
８年 全14回中　14回（100％）

取締役候補者として選任する理由
　穴吹淳一氏は、取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏は、当社の経営・財務部門での
長年の業務経験を有しており、現在は経営管理本部長として経営管理において高い能力と専門性を発揮
しており、豊富な経験と実績を有しています。引き続き、同氏の経験と高い見識を活かすことで、企業
価値向上と取締役会における意思決定機能及び経営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、取締
役として選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

（注）１. 穴吹淳一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為

（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。穴吹淳一
氏は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容
での更新を予定しております。

－ 11 －
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取締役選任議案

候補者番号 4
再　任

だい

戴
 

　
 

 
ゆう

煜
生年月日　1963年２月25日

所有する当社株式数

0株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1990年    8 月 SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
    1994年    1 月 Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
    1998年    6 月 Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) 

Project at SINOPEC
    2001年    4 月 GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
    2003年    1 月 Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
    2006年    11月 GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
    2009年    1 月 Project GM at Shell China
    2012年    11月 CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
    2015年    10月 Yokogawa Electric International Pte. Ltd. 入社

GM of China Sales Strategy Center
    2016年    4 月 横河電機(中国)投資有限公司社長、横河電機(中国)有限公司社長
    2017年    4 月 当社執行役員　ASEAN・パシフィック代表 兼 横河電機(中国)投資有限公司社長

兼 横河電機(中国)有限公司社長
    2019年    4 月 常務執行役員　デジタルエンタープライズ事業本部長
    2019年    6 月 取締役　常務執行役員　デジタルエンタープライズ事業本部長
    2021年    4 月 取締役　常務執行役員　デジタルソリューション本部長　現在に至る

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
３年 全14回中　14回（100％）

取締役候補者として選任する理由
　戴 煜氏は、取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏は、石油、化学産業の複数のグロー
バル企業でプロジェクト管理業務や会社経営を経験し、当社のASEAN・パシフィック地域の子会社の
統括責任者を経て、現在は制御事業の中核の一つであるソリューション事業を率いており、豊富な経験
と実績を有しています。同氏の幅広い経験と見識を活かすことで、企業価値向上と取締役会における意
思決定機能及び経営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、取締役として選任をお願いするもの
であります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

（注）１. 戴 煜氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為

（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。戴 煜氏は
現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容での
更新を予定しております。

－ 12 －
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取締役選任議案

候補者番号 5
再　任

せき

関
 

 
のぶ

誠
お

夫
生年月日　1944年９月21日

社外取締役候補者
独立役員候補者

所有する当社株式数

1,000株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1970年    4 月 千代田化工建設㈱　入社
    1992年    4 月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション　副社長
    1997年    6 月 千代田化工建設㈱　取締役
    1998年    6 月 同社　常務取締役
    2000年    8 月 同社　代表取締役専務
    2001年    4 月 同社　代表取締役社長
    2007年    4 月 同社　取締役会長
    2009年    4 月 同社　相談役
    2012年    7 月 同社　顧問（2013年6月 退任）
    2015年    6 月 当社取締役　現在に至る

重要な兼職の状況
亀田製菓株式会社　社外取締役

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
７年 全14回中　14回（100％）

社外取締役候補者として選任する理由及び期待される役割の概要
　関 誠夫氏は、社外取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏の経営者としての高い見識と
エネルギー産業を中心とするエンジニアリング・ビジネスの豊富な経験と深いグローバルビジネスの知
見を当社の経営の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、社外取締役と
して選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　関 誠夫氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社
における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社は、同氏を独立役員として指定
し、同取引所に届け出ており、同氏は、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であり
ます。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 関 誠夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 関 誠夫氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３. 当社は、関 誠夫氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は、

次のとおりであります。
当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。関 誠夫氏
は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容で
の更新を予定しております。

５. 関 誠夫氏は、2022年６月14日をもって亀田製菓株式会社の社外取締役を退任する予定であります。

－ 13 －
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取締役選任議案

候補者番号 6
再　任

すが

菅
た

田
 

 
し

史
ろう

朗
生年月日　1949年11月17日

社外取締役候補者
独立役員候補者

所有する当社株式数

0株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1972年    4 月 ウシオ電機㈱　入社
    1993年    1 月 BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
    2000年    6 月 ウシオ電機㈱　取締役　上席執行役員
    2001年    4 月 同社　取締役　ランプ第二事業部長
    2003年    4 月 同社　取締役　ランプカンパニープレジデント
    2004年    4 月 同社　取締役　専務執行役員
    2004年    6 月 同社　代表取締役　専務執行役員
    2005年    3 月 同社　代表取締役社長
    2014年    10月 同社　取締役相談役
    2016年    6 月 同社　相談役

当社取締役　現在に至る
    2017年    7 月 ウシオ電機㈱　特別顧問（2021年４月 退任）

重要な兼職の状況
ＪＳＲ株式会社　社外取締役
ヤマトホールディングス株式会社　社外取締役

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
６年 全14回中　14回（100％）

社外取締役候補者として選任する理由及び期待される役割の概要
　菅田史朗氏は、社外取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏の経営者としての高い見識
と産業用機器製品の開発、マーケティングの豊かな経験と深いグローバルビジネスの知見を当社の経営
の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、社外取締役として選任をお願
いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　菅田史朗氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び
当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社は、同氏を独立役員として
指定し、同取引所に届け出ており、同氏は、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定で
あります。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 菅田史朗氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 菅田史朗氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３. 当社は、菅田史朗氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要

は、次のとおりであります。
当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。菅田史朗
氏は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容
での更新を予定しております。

５. 菅田史朗氏は、2022年６月17日をもってＪＳＲ株式会社の社外取締役を退任する予定であります。

－ 14 －



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

取締役選任議案

候補者番号 7
再　任

社外取締役候補者
独立役員候補者

うち

内
だ

田
 

 
あきら

章
生年月日　1950年10月4日

　

所有する当社株式数

1,762株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1975年    4 月 東レ㈱　入社
    1996年    6 月 トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社　Executive Vice President
    2000年    6 月 東レ㈱　経営企画第１室主幹兼広報室主幹
    2004年    6 月 同社　経営企画室参事兼ＩＲ室参事
    2005年    6 月 同社　取締役　財務経理部門長

トーレ・ホールディング（U.S.A.）社　社長
    2009年    6 月 同社　常務取締役　財務経理部門長

トーレ・ホールディング（U.S.A.）社　社長
    2012年    6 月 同社　常務取締役　ＣＳＲ全般統括、総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括、

東京事業場長
    2016年    6 月 同社　顧問（2019年３月　退任）
    2019年    6 月 当社取締役　現在に至る

重要な兼職の状況
Ｊ.フロント リテイリング株式会社　社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団　監事

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
３年 全14回中　14回（100％）

社外取締役候補者として選任する理由及び期待される役割の概要
　内田 章氏は、社外取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏の経営者としての高い見識
と、財務経理部門を中心とする経営管理分野の幅広い経験を当社の経営の監督に反映することで、経営
の妥当性、客観性、透明性を高めるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　内田 章氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社
における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社は、同氏を独立役員として指定
し、同取引所に届け出ており、同氏は、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定で
あります。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 内田 章氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 内田 章氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３. 当社は、内田 章氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は、

次のとおりであります。
当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。内田 章氏
は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容で
の更新を予定しております。

－ 15 －
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取締役選任議案

候補者番号 8
再　任

社外取締役候補者
独立役員候補者

うら

浦
の

野
 

 
くに

邦
こ

子
生年月日　1956年10月19日

　

所有する当社株式数

0株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1979年    4 月 ㈱小松製作所（コマツ）　入社
    2005年    4 月 同社　生産本部物流企画部長
    2010年    4 月 同社　コーポレートコミュニケーション部長
    2011年    4 月 同社　執行役員　コーポレートコミュニケーション部長
    2014年    4 月 同社　執行役員　人事部長
    2016年    4 月 同社　常務執行役員　人事部長
    2018年    6 月 同社　取締役　兼　常務執行役員
    2021年    4 月 同社　取締役
    2021年    6 月 当社取締役　現在に至る
    2021年    7 月 ㈱小松製作所（コマツ）　顧問　現在に至る

重要な兼職の状況
株式会社 小松製作所（コマツ）　顧問
森永製菓株式会社　社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン　理事

取締役在任年数（本総会終結時） 取締役会出席状況（2021年度）
１年 全11回中　11回（100％）

　　（2021年6月23日就任後）

社外取締役候補者として選任する理由及び期待される役割の概要
　浦野邦子氏は、社外取締役として経営の監督を適切に行っています。同氏の経営者としての高い見識
と大手製造業における生産部門や人事・教育、広報・CSR部門など幅広い経験を当社の経営の監督に反
映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、社外取締役候補者として選任をお願いす
るものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　浦野邦子氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当
社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社は、同氏を独立役員として指
定し、同取引所に届け出ており、同氏は、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であり
ます。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 浦野邦子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 浦野邦子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３. 当社は、浦野邦子氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要

は、次のとおりであります。
当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。浦野邦子
氏は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容
での更新を予定しております。

－ 16 －
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取締役選任議案

候補者番号 9
新　任

社外取締役候補者
独立役員候補者

ひら

平
の

野
 

 
たく

拓
や

也
生年月日　1970年８月11日

　

所有する当社株式数

0株

　

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1995年    12月 兼松㈱　米国法人　入社
    1998年    2 月 Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation） 入社
    2001年    2 月 ハイペリオン㈱　日本法人　社長
    2005年    8 月 日本マイクロソフト㈱　ビジネス＆マーケティング部門　シニアディレクター
    2006年    2 月 同社 執行役員　エンタープライズサービス担当
    2007年    7 月 同社 執行役員常務　エンタープライズビジネス担当 兼 エンタープライズサービス担当
    2008年    3 月 同社 執行役員常務　エンタープライズビジネス担当
    2011年    9 月 Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
    2014年    7 月 日本マイクロソフト㈱　執行役専務　マーケティング＆オペレーションズ担当
    2015年    3 月 同社 代表執行役　副社長
    2015年    7 月 同社 代表取締役社長（2019年８月　退任）
    2019年    9 月 Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business

現在に至る

重要な兼職の状況
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business

社外取締役候補者として選任する理由及び期待される役割の概要
　平野拓也氏は、グローバルに活動する大手IT企業において、事業部門における幅広い実務経験を持
ち、日本法人の社長など経営者としての豊富な経験を有しています。そうした同氏の経験を当社の経営
の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、新たに社外取締役候補者とし
て選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　平野拓也氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当
社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合、当
社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 平野拓也氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 平野拓也氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３. 当社は、平野拓也氏の選任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであります。

当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。平野拓也
氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

－ 17 －
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監査役選任議案

第４号
議 案

　

監査役１名選任の件
　監査役　大澤 真氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、監査役候補者の選定にあたっては、当社が定める「取締役・監査役・執行役員
の選解任の方針と手続」に基づき、委員の過半数が社外取締役により構成される
「指名諮問委員会」の審議を経た答申をもとに、監査役会の同意を得たうえで取締役会
で決定しております。
　また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 現在の当社における地位 取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

おお

大
さわ

澤
 

 
まこと

真 監査役 社外監査役候補者 独立役員候補者

　
再 任

　
14回/14回

(100％)
17回/17回

(100％)

－ 18 －
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監査役選任議案

再　任

社外監査役候補者
独立役員候補者

おお

大
さわ

澤
 

 
まこと

真
生年月日　1959年２月20日

　

所有する当社株式数

0株

　

略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1981年    4 月 日本銀行　入行
    1990年    5 月 国際通貨基金アジア局出向
    1997年    6 月 日本銀行　ロンドン事務所次長
    1999年    6 月 同行　金融市場局金融市場課長
    2003年    6 月 同行　那覇支店長
    2006年    9 月 プライスウォーターハウスクーパース　入社
    2008年    9 月 同社　パートナー（事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当）
    2012年    2 月 ㈱フィーモ　代表取締役　現在に至る
    2018年    6 月 当社監査役　現在に至る

重要な兼職の状況
株式会社フィーモ　代表取締役
株式会社ロングステイネットワーク　代表取締役会長
株式会社富山銀行　社外取締役
一般社団法人メガソーラー機構　理事
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構　理事

監査役在任年数
（本総会終結時）

監査役会・取締役会出席状況
（2021年度）

　　４年 監査役会 全17回中　17回（100％）
取締役会 全14回中　14回（100％）

社外監査役候補者として選任する理由
　大澤 真氏は、経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識、さらには様々な企
業での社外役員としての豊富な経験を有しています。そうした経験を当社の監査に反映させることで質の高
い監査が期待できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
　なお、当社における「取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続」については20頁をご参照
ください。

独立役員について
　大澤 真氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社
における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。当社は、同氏を独立役員として指定
し、同取引所に届け出ており、同氏は、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定で
あります。
　なお、当社における「社外役員の独立性に関する基準」については21頁をご参照ください。

（注）１. 大澤 真氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 大澤 真氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３. 当社は、大澤 真氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約の概要は、

次のとおりであります。
当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とします。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為
（不作為を含みます。）に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。大澤 真氏
は現在当該保険契約の被保険者であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容で
の更新を予定しております。

以　上

－ 19 －
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【ご参考】

取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続

取締役・監査役候補指名および執行役員選任の方針
　取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様
性と適正規模を両立させる形で構成することとしています。
　その前提のもとで、取締役・監査役候補については、コーポレートガバナンスの向上に資する人財を指名して
います。さらに、取締役候補については、当社グループの事業に精通し適切な業務執行および実効性の高い経営
の監督に資する人財、中長期の当社の企業価値向上を狙った経営戦略策定に求められる経験・知見を持ち、的確
な経営の判断および実効性の高い経営の監督に資する人財を、監査役候補については、当社グループの事業に精
通し当社およびグループ会社の適切な経営の監査に資する人財、および経理財務、法務、企業経営等の知見を有
し適切な経営の監査に資する人財を指名しています。また、執行役員については、各執行役員のポジションに求
められる期待役割に照らし十分な経験、知識などを有しているか、経営陣として相応しい意思と姿勢を有してい
るかを確認したうえで選任しています。

取締役・監査役候補指名および執行役員選任の手続
　当社は、取締役候補、監査役候補の指名および執行役員の選任について、その客観性および透明性を高めるこ
とを目的に、取締役会決議に基づきその過半数を独立社外取締役とする３名以上の取締役で構成される任意の諮
問機関である指名諮問委員会を設置しています。
　取締役候補の指名および執行役員の選任については、指名諮問委員会で定められた選再任基準、手続に基づく
審議を経た答申をもとに、取締役会で決議しています。監査役候補の指名については、指名諮問委員会で定めら
れた選再任基準、手続に基づく審議を経た答申をもとに、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議していま
す。

取締役・監査役の解任方針と手続
　指名諮問委員会において、取締役・監査役の解任基準、手続を定めています。これらの解任基準、手続に基づ
く指名諮問委員会の審議・答申をもとに、取締役会で当該取締役・監査役の解任提案等の審議をします。

代表取締役社長の評価と選定・再選定・解職の方針と手続
　代表取締役社長についても、指名諮問委員会において選定・再選定・解職基準、手続を定めています。毎年、
業績等の定量性を持たせた基本評価基準も用いて代表取締役社長の評価を行います。指名諮問委員会では、評価
結果とサクセッションプランも踏まえて、定められた選定・再選定・解職基準、手続に基づく審議を経て、選
定・再選定・解職の答申を取締役会に対して行うことで、プロセスの客観性、適時性、透明性を高めています。

執行役員の解任方針と手続
　執行役員の解任についても、定められた基準・手続に則り、指名諮問委員会の答申をもとに、取締役会で決議
をします。

以上

【ご参考】
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【ご参考】

社外役員の独立性に関する基準

当社は、監査役会設置会社として取締役会及び監査役会を充実させるために現経営陣から独立した社外取締役
及び社外監査役を招聘していますが、社外役員選任における透明性を高めるため、2015年３月24日開催の当社取
締役会において、下記のとおり、社外役員の独立性に関する基準を設定しました。

記

当社において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
① 当社およびその連結子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者またはその就任の前10年間におい

てそうであった者（注１）
② 当社の現在の主要株主（議決権割合10％以上）または最近５年間においてそうであった者（注２）
③ 当社が現在主要株主である会社の業務執行者
④ 当社グループの主要な取引先（直近事業年度または先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高

の２％を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている）の業務執行者
⑤ 当社グループから一定額（過去３事業年度の平均で1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか

大きい額）を超える寄付または助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
⑥ 当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
⑦ 当社グループの主要な借入先の業務執行者または最近３年間においてそうであった者（注３）
⑧ 当社グループの会計監査人または監査法人等の関係者または最近３年間においてそうであった者（注４）
⑨ 上記⑧に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから

役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
⑩ 上記⑧に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームであって、当社グ

ループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％を超える支払いを
当社グループから受けた）の関係者（注５）

⑪ 上記①から⑩（⑤を除く）の親族（配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の家族）
⑫ 独立役員としての通算の在任期間が８年を超える者

以上
注１：業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人（本基準において「業務執行者」という）。
注２：当社の現在または最近５年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社

の業務執行者。
注３：当社グループが借入れを行っている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、その借

入残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
注４：当社グループの会計監査人または監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者、または最近３年間においてそうであった者

（現在退職している者を含む）。
注５：当該ファームの社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者。

【ご参考】

－ 21 －
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【ご参考】

企業経営
国際性

グローバル
経験

財務・
会計

技術・
開発

IT・
デジタル

営業・
マーケティング

人事
人財開発

法務
リスク管理

サステナ
ビリティ

ESG

取
締
役

取 締 役

西島 剛志 ● ● ● ●
奈 良 　 寿 ● ● ●
穴吹 淳一 ● ● ●
戴 煜 ● ● ● ●

社 外
取 締 役

関　 誠夫 ● ● ● ●
菅 田 史 朗 ● ● ● ●
内田 　章 ● ● ●
浦野 邦子 ● ●
平 野 拓 也 ● ● ●

監
査
役

常 勤
監 査 役

前村 幸司 ● ●
渡 辺 　 肇 ● ● ●

社 外
監 査 役

高山 靖子 ● ●
大澤 　真 ● ●
小野 　傑 ● ● ●

役員が有する主な専門性・経験

　当社の役員が有する主な専門性・経験は以下のとおりです。
　なお、本総会第3号議案及び第4号議案に付議させていただいている各候補者が原案どおり選任された場合の
役員体制に基づいた記載とさせていただいています。

以上

【ご参考】

－ 22 －
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事業の状況

（自　2021年 4 月 1 日
至　2022年 3 月31日）

(提供書面)

事　業　報　告

１．企業集団の現況
⑴　事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における、当社グループに関連する市場の認識は以下のとおりです。
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は、ワクチン接種の進行に伴い徐々に低下傾
向となったものの継続し、さらに、部材不足の長期化や2022年以降のロシア・ウクライナ情勢の
深刻化などにより、世界経済の不透明感は依然として継続しています。
　このような事業環境の中で、当社グループは、本年度（2021年3月期）が初年度となる中期経
営計画「Accelerate Growth 2023」に基づき、「IA2IA/Smart manufacturing の実行と存在価
値の変革」、「業種対応力の強化と非業種依存のビジネス拡大」、「収益性の確保と健全な成
長」、「社内オペレーション最適化とマインドセットの変革」の４つの基本戦略を中心に、成長
に向けて社会共通課題の解決を軸とした事業構造の確立に向け取り組んでいます。
　当連結会計年度における当社グループの業績は、主に為替の変動影響により、売上高は前期比
で156億95百万円増加しました。一方、営業利益は、助成金の減少による反動、販管費の増加、
ロシア・ウクライナ情勢の深刻化に係る貸倒引当金の計上等により、前期比で９億13百万円の減
少となりました。経常利益は前期比で16億49百万円の増加、親会社株主に帰属する当期純利益
は、前期比で20億62百万円の増益となりました。

－ 23 －
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事業の状況

売上高
3,899億 1百万円

　
(前期比 +4.2％ 156億95百万円 増)　
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2021年度

（単位：億円）

営業
利益

306億85百万円
　
(前期比 △ 2.9 ％ 9億13百万円 減)　
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経常
利益

357億57百万円
　

(前期比 ＋4.8％ 16億49百万円 増)　
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親会社株主に
帰属する

当期純利益

212億82百万円
　
(前期比 +10.7％ 20億62百万円 増)　
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〈 連　結 〉

　セグメント別の概況は25頁、26頁のとおりです。
　なお、当連結会計年度より、当社グループ内での経営管理区分の見直しを行った結果、従来「計測事
業」セグメントに含まれていたライフイノベーション事業を「制御事業」セグメントに区分を変更すると
ともに、従来「計測事業」としていた報告セグメントの名称を「測定器事業」に変更しています。なお、
前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しています。

－ 24 －
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事業の状況

売上高比率

93.0%
制 御 事 業

主なソリューション・製品
●プラントの現場から経営レベルまでライフサイクルにわたりお客様価値を最大化

する総合的ソリューション　●生産性向上のための各種ソフトウエア
●生産制御システム　●流量計　●差圧・圧力伝送器　●プロセス分析計
●プログラマブルコントローラ　●工業用記録計　●共焦点スキャナ　など

売上高 営業利益

2020年度 2021年度

3,478億円 3,624億円
　

2020年度 2021年度

294億円 298億円
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　制御事業の売上高は、主に為替の変動影響により、前期比で145億80百万円増加しました。営業利益
は、為替の変動影響などによる増収があったものの、主に助成金の減少による反動やロシア・ウクライ
ナ情勢の深刻化に係る貸倒引当金の計上等により、前期比で３億95百万円の増加に留まりました。
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事業の状況

売上高比率

5.4%
測 定 器 事 業

（当連結会計年度より「計測事業」を「測定器事業」に名称変更しました。）

主な製品 ●波形測定器　●光通信関連測定器
●信号発生器　●電力・温度・圧力測定器　など

　

売上高
2020年度 2021年度

営業利益
2020年度 2021年度

200億円 212億円 33億円 34億円

0
50
100
150
200
250
300

2020年度

200

2021年度

212

（単位：億円）

0

10

20

30

40

2020年度 2021年度

33 34
（単位：億円）

　測定器事業は、主に為替の変動影響により、売上高は前期比で11億83百万円増加し212億18百万円となったものの、機種構成の変化
などの影響により、営業利益は前年並みの34億19百万円となりました。

売上高比率

1.6%
航 機 そ の 他 事 業

主な製品 ●航空機用計器　など
　

売上高
2020年度 2021年度

営業利益
2020年度 2021年度

63億円 63億円 △11億円 △25億円

0

25

50

75

100

63

2020年度

63

2021年度

（単位：億円）
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△11 △25

2020年度 2021年度

（単位：億円）

　航機その他事業は、売上高は前期並みの62億74百万円、営業損失は主に新規事業の販管費増加により前期比で14億34百万円損失が増加し25
億４百万円の損失となりました。

－ 26 －



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

設備投資の状況、資金調達の状況

　②　設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は216億98百万円となり、前期と比較し11億31百万円増加
しました。

　③　資金調達の状況
　当連結会計年度の設備資金及び運転資金等につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金
などをもって充当しました。
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対処すべき課題

指標 目標値

受注高成長 8～10％／年

売上高成長 4～6％／年

営業利益率(ROS) 10％（2023年度）

1株当たり純利益(EPS)成長 16～18％／年

自己資本利益率(ROE) 10%以上(2023年度)

営業キャッシュフロー 1,400億円以上（3年間累計）

⑵　対処すべき課題

中期経営計画「Accelerate Growth 2023」の確実な実行
　COVID-19感染拡大による事業への影響はワクチン接種の進行に伴い徐々に低下傾向にあり市場全体は回復
傾向にあるものの、引き続き局所的なロックダウンなどによるサプライチェーン混乱など経済活動への影響が懸
念されます。さらにロシア・ウクライナ情勢の深刻化により、エネルギー需給のひっ迫、資源・原材料価格高騰
などが顕在化しており、これらが今後の国際情勢及び世界経済への影響の不透明感を増しています。
　長期経営計画及び中期経営計画「Accelerate Growth 2023」を確実に達成し当社グループが目指す姿を実現
するためには、将来のビジョンに基づいた先進的かつ画期的なソリューションにより、お客様の真の課題を解決
する企業に変革していかなければなりません。従来からの当社グループが誇る高いプロジェクト遂行力に加え
て、「統合化」「自律化」「デジタル化」により世界の衆知を集め、新たなグローバル・ソリューション・サー
ビスを提供することで、社会共通課題の解決をリードしていく企業へと変革していきます。「Accelerate 
Growth 2023」の目標達成に向けて中長期的に当社グループが持続的成長をするための変革を加速し、「測る
力とつなぐ力で、地球の未来に責任を果たす。」というYokogawa’s Purposeの実現に向け邁進していきます。

中期経営計画「Accelerate Growth 2023」で目標とする経営指標
　「Accelerate Growth 2023」では、営業利益率（ROS）、1株当たり純利益（EPS）成長、営業キャッシュ
フローの創出、自己資本利益率（ROE）の向上を目指すべき指標とし、基本方針である中長期視点での企業価値
及び株主価値最大化を実現していきます。

　当社グループの長期経営計画及び中期経営計画「Accelerate Growth 2023」についての詳細は、次頁の
「【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要」をご参照下さい。
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【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要

Yokogawa Group Identity
企業理念
　創業の精神を受け継ぎ1988年に制定された企業理念は、社会に向け
てのYOKOGAWAの使命とYOKOGAWA人の価値基準や行動指針
を表した、YOKOGAWAの決意表明です。Yokogawa’s Purposeの
制定を機に、「より豊かな人間社会」にとどまらず、広く地球環境へ
のYOKOGAWAの貢献を示すために、「持続可能な社会」に変更さ
れました。

Yokogawa’s Purpose
　お客様、市場、社会からの要望や期待に応えるYOKOGAWAのコ
ミットメントであり、社会に存在することの意義を表したものです。
同時に組織としての求心力を高め、グループ全社員の変革への志を喚
起します。

共有する価値観
　企業文化や風土を醸成し継承していくうえで、YOKOGAWA社員
一人ひとりが「大切にすべき」行動の指針と意志をより具体的に示し
たものです。共有する価値観に根差した行動は新たな価値の創造を実
現し、他社との差別化力、競争力をもって社会に貢献し続けるための
原動力となります。

Vision statement
　長期経営構想で描くYOKOGAWAの10年後のありたい姿、企業と
しての理想を端的に示したものです。2015年に発表した中期経営計画
「Transformation 2017」策定時に定めたVision statementを置き換
えるものとして新たに制定されました。
　　

創業の精神
　創業にあたり、横河民輔は、日本の計測業界の先駆者として歩み始めた
横河一郎（後の初代社長）と青木晋（後の初代技師長）に、「君たちは、
この仕事でもうけようなどと考える必要はない。それよりもまず、技術を
覚え、技術をみがくことだ。横河電機の製品はさすがに良い、といわれる
ようにしてもらいたい」と語りました。この言葉は創業の精神として今日
まで受け継がれています。　

YOKOGAWAのIdentityについての詳細は、当社ウェブサイト
https://www.yokogawa.co.jp/about/yokogawa/company-overview/our-brand-and-identity/#ブランド＆アイデンティティ

をご参照ください。

【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要
　当社グループの経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要は次のとおりです。

❶ 経営の基本方針
　当社グループは、2021年度に長期経営構想の見直しと中期経営計画「Accelerate Growth 2023」の策定を行うに
あたり、YOKOGAWAのIdentityを以下のとおり整理しました。創業の精神と、それを受け継いだ企業理念は、社
会におけるYOKOGAWAの在り方を示すものです。Vision statementは、10年先を見据えてYOKOGAWAが何を
していくかを示し、共有する価値観は行動をするうえでの指針を示しています。Yokogawa’s Purposeは、それら全
てを踏まえ、YOKOGAWAが存在する意義を、意思を込めたコミットメント（公約）として示しています。
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【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要

ａ 長期経営構想

＜お客様への提供価値＞
　世界は今、ありとあらゆるものが複雑につながり合う時代と
なっており、そのつながりを通じた共創的な活動の重要性が高
まっています。その中でYOKOGAWAが注目しているのが
System of Systems(SoS)という概念です。YOKOGAWAは
IA2IA※1、Smart Manufacturing※2という２つのアプローチか
ら、SoSを通じた価値を提供していきます。
※1IA2IA（Industrial Automation to Industrial Autonomy）

ロボティックスやブロックチェーンなどのDX（デジタルトランスフォーメーション）トレ
ンドを取り込み、Industrial Automation（自動）からIndustrial Autonomy（自律）へと
進化させる活動です。

※2Smart Manufacturing
DX（デジタルトランスフォーメーション）やIA2IAによって生産現場、エンタープライズ、
及びサプライチェーンにおける自律を実現し、革新的な生産性向上を達成することです。

世界で進む System of Systemsの流れ

System of Systems（SoS）を通じた価値提供へのYOKOGAWAのアプローチについての詳細は、「YOKOGAWAレポート2021」
https://cdn-nc.yokogawa.com/19/20727/tabs/ir_2021yreports.pdf?_ga=2.130016650.72864103.1647421990-1668261794.1602115996#PAGE=28

をご参照ください。

❷ 中長期的な経営戦略
　当社グループは、2021年度に中期経営計画「Accelerate Growth 2023」を策定するにあたって、改めて10年後
に考えられる大きな環境変化に鑑み、社会共通価値の提供を通じた持続的な成長を目指すために、長期経営構想の
抜本的な見直しを行いました。長期経営構想と中期経営計画の全体像は、次のとおりです。
長期経営構想と中期経営計画の全体像
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【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要

エネルギー&
サステナビリティ

多様化するエネルギー
の生産・供給・利用・
廃棄・リサイクルのバ
リューチェーン全体に
わたり安全かつ最適な
運用を支える。

　

マテリアル

地球環境と共存可
能な新しい循環型
社会の実現に貢献
する。

　

ライフ

人々の命と健康を守
る医薬、誰もが安心
して口にできる安全
な水と食料の供給に
貢献する。

　

当社グループのサステナビリティについての詳細は、当社ウェブサイト
https://www.yokogawa.co.jp/about/yokogawa/sustainability/　  をご参照ください。

＜事業セグメント＞
　事業環境の変化を踏まえ、YOKOGAWAが磨き上げてきた技術・ノウハウや強みを生かせる事業領域を成長さ
せていくために、従来の製品・機能別組織から業種軸の組織に再編し、ビジネス拡大とソリューションビジネスへ
の転換のスピードアップを図っていきます。

　測定器事業、新事業他（横河バイオフロンティア株式会社、アムニモ株式会社など）は、製品や商流の特性など
から、独立した事業運営を維持する必要があるためセグメントを分けていますが、10年後の提供価値についての方
向性は共有します。

＜非財務目標＞
　当社が社会に価値を提供し続けるためには、ESG（環境・社会・ガバナンス）の3つの視点で経営を行うことが
大前提であり、長期経営構想ではこの点を重視しています。「Environment」と「Social」の2つについては、当
社のサステナビリティ目標「Three goals」の達成に向けて、「サステナビリティ中期目標」を設定し、
「Accelerate Growth 2023」の取り組みと連携させて進めていきます。
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【ご参考】経営の基本方針及び中長期的な経営戦略の概要

ｂ 中期経営計画「Accelerate Growth 2023」

成長投資枠

M&A・アライアンス：700億円
●新事業・新分野（ライフ、再生可能エネル

ギーなど）への進出のために重点的に投資
を実行

●主目的は技術、販路、製品・サービス、お
客様、人財・ノウハウの入手

株主還元

安定的・継続的な増配
●配当性向30％以上の確保に努める
●一時的要因での業績悪化時も株主資本配

当率を考慮し安定的な配当を維持

中期経営計画「Accelerate Growth 2023」についての詳細は、当社ウェブサイト
https://www.yokogawa.co.jp/about/yokogawa/company-overview/corporate-strategy/　  をご参照ください。

　長期経営構想で定めた10年後のありたい姿を実現するために、2023年までの3年間で取り組むべきこととして、
4つの基本戦略とその重点施策を策定しました。

＜「Accelerate Growth 2023」の4つの基本戦略＞

＜資本政策・財務戦略＞
　「Accelerate Growth 2023」では、持続的な企業価値及びTotal Shareholders Return（TSR：株主総利回
り）の向上を実現するために、成長を支える財務基盤の維持、成長投資、株主還元への最適なキャッシュフロー配
分を行いながら、将来的かつ累積的なキャッシュフロー創出力を強化していきます。

前提条件：格付けA格維持可能な株主資本水準を確保
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財産及び損益の状況

（単位：百万円）

区 分 2018年度
第143期

2019年度
第144期

2020年度
第145期

2021年度
第146期(当期)

受 注 高 431,972 418,662 355,828 420,496

売 上 高 403,711 404,432 374,206 389,901

営 業 利 益 34,594 35,588 31,599 30,685

経 常 利 益 36,770 36,301 34,107 35,757

親会社株主に帰属する当期純利益 28,446 14,686 19,219 21,282

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 106円54銭 55円02銭 72円00銭 79円73銭

総 資 産 470,114 489,678 519,081 555,822

純 資 産 296,150 291,472 314,770 340,356

（単位：百万円）

区 分 2018年度
第143期

2019年度
第144期

2020年度
第145期

2021年度
第146期(当期)

受 注 高 115,534 108,202 99,645 113,681

売 上 高 111,756 110,283 104,797 104,926

営 業 利 益 △209 △1,836 △5,507 △3,570

経 常 利 益 25,537 17,699 14,866 15,054

当 期 純 利 益 31,820 4,347 △2,657 12,822

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 119円17銭 16円29銭 △9円96銭 48円4銭

総 資 産 270,917 281,508 272,663 275,623

純 資 産 197,607 190,482 183,062 187,045

⑶　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況

（注）前期の個別決算において、当社が保有する共用資産について、14,931百万円の特別損失（減損損失）を計上しました。なお、当
該共用資産は、連結決算においてはその回収可能性が認められることから、連結業績への影響はありません。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 な 事 業 内 容

横河ソリューションサービス株式会社 3,000百万円 100.0％ 制御機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

横河マニュファクチャリング株式会社 100百万円 100.0％ 制御・計測機器の製造

横 河 計 測 株 式 会 社 90百万円 100.0％ 計測機器の販売、保守サービス

Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 23,076千
シンガポールドル

100.0％
（100.0％）

制御機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa Electric Asia Pte. Ltd. 31,020千
シンガポールドル 100.0％ 制御・航機その他の製造

横 河 電 機 ( 中 国 ) 有 限 公 司 119百万人民元 100.0％ 制御機器の製造、販売、
エンジニアリング、保守サービス

重 慶 横 河 川 儀 有 限 公 司 132百万人民元 60.0％
（26.7％） 制御機器の製造、販売

韓 国 横 河 電 機 株 式 会 社 4,032百万ウォン 100.0％ 制御・計測機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 2,481千
バーレーンディナール 100.0％ 制御機器の販売、

エンジニアリング、保守サービス

Y o k o g a w a  I n d i a  L i m i t e d 85,054千
インドルピー 100.0％ 制御機器の製造、販売、

エンジニアリング、保守サービス
Yokogawa Corporation of America
（注 1) 1千米ドル 100.0％

（100.0％）
制御・計測機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Yokogawa America do Sul Ltda. 72,044千レアル 100.0％ 制御機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

Y o k o g a w a  E u r o p e  B . V . 17,725千ユーロ 100.0％ 制御・計測機器の販売、
エンジニアリング、保守サービス

KBC Advanced Technologies Limited 2,145千英ポンド 100.0％ ソフトウェアの販売及びコンサル
ティング・サービス

Y o k o g a w a  E l e c t r i c  C I S  L t d . 100,000千
ロシアルーブル 100.0％ 制御機器の販売、

エンジニアリング、保守サービス

⑷　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

（注）１．Yokogawa Corporation of America には、資本金１千米ドルの他に、114,152千米ドルを資本準備金として出資しています。
　　　２．当事業年度末日において、特定完全子会社はありません。
　　　３．議決権比率の（）内は間接所有割合で内数です。
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主要な事業内容

事 業 区 分 主 要 な ソ リ ュ ー シ ョ ン ・ 製 品

制 御 事 業

プラントの現場から経営レベルまでライフサイクルにわたり
お客様価値を最大化する総合的ソリューション、
生産性向上のための各種ソフトウエア、
生産制御システム、流量計、差圧・圧力伝送器、プロセス分析
計、プログラマブルコントローラ、工業用記録計、共焦点スキ
ャナ　等

測 定 器 事 業 波形測定器、光通信関連測定器、信号発生器、電力・温度・圧
力測定器　等

航 機 そ の 他 事 業 航空機用計器　等

⑸　主要な事業内容（2022年３月31日現在）
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主要拠点等

本　　社
東京都武蔵野市　………………………… ❶

事業所
小峰事業所（東京都あきる野市）　…… ❷
甲府事業所（山梨県甲府市）　………… ❸
金沢事業所（石川県金沢市）　………… ❹

生産拠点
横河マニュファクチャリング株式会社

甲府事業所（山梨県甲府市）　……… ❶
小峰事業所（東京都あきる野市）　… ❷

Yokogawa Electric
Asia Pte. Ltd.（シンガポール）　… ❸

①当　　社

②子 会 社

　 3

1514

2

3 3 1

1 2 2
1 4

4

6

8

5

10

9

12

11
13

7

販売拠点
横河ソリューションサービス株式会社

本　　社（東京都武蔵野市）　…………………………………… ❶
関西支社（大阪府大阪市）　……………………………………… ❷
中部支社（愛知県名古屋市）　…………………………………… ❸

横河計測株式会社（東京都八王子市）　…………………………… ❹
Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd.（シンガポール）　… ❺
横河電機（中国）有限公司（中国）　…………………………… ❻
重慶横河川儀有限公司（中国）　………………………………… ❼
　

韓国横河電機株式会社（韓国）　……………………… ❽
Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)（バーレーン）　… ❾
Yokogawa India Limited（インド）　…………………… ❿
Yokogawa Corporation of America（米国）　…… ⓫
Yokogawa America do Sul Ltda.（ブラジル）　… ⓬
Yokogawa Europe B.V.（オランダ）　…………… ⓭
KBC Advanced Technologies Limited（イギリス）　……… ⓮
Yokogawa Electric CIS Ltd.（ロシア）　…………… ⓯
　

⑹　主要拠点等（2022年３月31日現在）
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企業集団の従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

制 御 事 業 16,364名 441名減

測 定 器 事 業 668名 -

航 機 そ の 他 事 業 226名 16名減

合 計 17,258名 457名減

⑺　企業集団の従業員の状況（2022年３月31日現在）

（注）１．従業員数は就業人員を記載しています。なお、契約社員、派遣社員などは含まれていません。
２．当期より経営管理区分を変更し、従来「計測事業」セグメントに含まれていたライフイノベーション事業を「制御事業」セ
グメントに区分を変更するとともに、従来「計測事業」としていた報告セグメントの名称を「測定器事業」に変更していま
す。そのため、前期末の数値を変更後の区分に組み替えて比較を行っています。

借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 200億円

⑻　主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

（注）１．シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を幹事とする協調融資によるものです。
２．当社は、総額450億円のコミットメントライン契約を締結しています。
　　当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

（注）連結計算書類の連結注記表につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、
　　　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.yokogawa.co.jp/)に
　　　掲載しております。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2021年10月５日に、沖電気工業株式会社と、当社及び横河マニュファクチャリング
株式会社の航空機用計器事業を沖電気工業株式会社に譲渡することに合意し、2022年4月1日に
事業譲渡しました。
　内容の詳細につきましては、連結注記表の ．重要な後発事象に関する注記をご参照くださ
い。
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株式の状況

２．会社の現況

外国株主
97,375,841株
36.2％

金融機関
131,405,716株

48.9％

自己株式
1,694,095株

0.6％

証券会社
5,195,816株
1.9％

個人株主
23,546,999株
8.8％

その他法人
9,406,043株
3.5％

株式数
268,624千株

【ご参考】所有者別株式分布状況

⑴　株式の状況（2022年３月31日現在）
①　発行可能株式総数 600,000千株
②　発行済株式の総数 268,624千株
③　株主数 15,596名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 65,252 24.4

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 15,880 5.9

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 15,697 5.9

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 13,484 5.1

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト
カ ン パ ニ ー 　 ５ ０ ５ ２ ２ ３ 7,874 2.9

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 　 退 職 給 付 信 託
み ず ほ 銀 行 口 　 再 信 託 受 託 者
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行

6,141 2.3

横 河 電 機 持 株 会 5,381 2.0

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　メロン　（イン
ターナショナル）　リミテッド　１３１８００ 4,552 1.7

ビ ー エ ヌ ワ イ エ ム  ア ズ  エ ー ジ ー テ イ
ク ラ イ ア ン ツ  １ ０  パ ー セ ン ト 4,204 1.6

ビ ー ビ ー エ イ チ ル ク ス  フ イ デ リ テ イ
フ ア ン ズ  グ ロ ー バ ル  テ ク ノ ロ ジ ー  プ ー ル 4,169 1.6

（注）１．当社は、自己株式を1,694千株保有しています。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しています。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 西 島 剛 志 取締役会議長
株式会社日立物流　社外取締役

代 表 取 締 役 社 長 奈 良 　 寿
取 締 役 穴 吹 淳 一 専務執行役員　経営管理本部長
取 締 役 戴 　 煜 常務執行役員　デジタルソリューション本部長

取 締 役 宇 治 則 孝
筆頭社外取締役
第一三共株式会社　社外取締役
一般社団法人日本テレワーク協会　名誉会長
公益社団法人企業情報化協会　名誉会長

取 締 役 関 　 誠 夫 亀田製菓株式会社　社外取締役

取 締 役 菅 田 史 朗 ＪＳＲ株式会社　社外取締役
ヤマトホールディングス株式会社　社外取締役

取 締 役 内 田  章 Ｊ．フロント リテイリング株式会社　社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団　監事

取 締 役 浦 野 邦 子
株式会社小松製作所（コマツ） 顧問
森永製菓株式会社　社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン　理事

常 勤 監 査 役 前 村 幸 司
常 勤 監 査 役 渡 辺 　 肇

監 査 役 高 山 靖 子
株式会社千葉銀行　社外取締役
三菱商事株式会社　社外監査役
コスモエネルギーホールディングス株式会社　社外取締役（監査等委員）

監 査 役 大 澤 　 真

株式会社フィーモ　代表取締役
株式会社ロングステイネットワーク　代表取締役会長
株式会社富山銀行　社外取締役
一般社団法人メガソーラー機構　理事
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構　理事

監 査 役 小 野 　 傑

西村あさひ法律事務所　弁護士
大同生命保険株式会社　社外取締役
一般社団法人流動化・証券化協議会　専務理事
東京大学　客員教授

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）
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会社役員の状況

（注）１. 取締役 宇治則孝氏、関 誠夫氏、菅田史朗氏、内田 章氏及び浦野邦子氏は、社外取締役です。
２. 監査役 高山靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
３. 監査役 大澤 真氏は、日本銀行、プライスウォーターハウスクーパース及び株式会社フィーモにおいて、長年にわたり金融機

関の審査、事業会社の再生・経営改善指導、後継経営者に対する指導を行った実績があり、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しています。

４. 取締役 宇治則孝氏、関 誠夫氏、菅田史朗氏、内田 章氏及び浦野邦子氏並びに監査役 高山靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏
は、高い独立性を有しており、一般株主との利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条
の２に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

５. 社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
６. 取締役 浦野邦子氏は、2021年６月16日をもってクリオカ株式会社の取締役を退任しています。
７. 監査役 大澤 真氏は、2021年６月30日をもってアグリソーラー株式会社の社外監査役を退任しています。
８. 監査役 小野 傑氏は、2021年６月22日をもって株式会社東日本銀行の社外監査役を退任しています。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役 宇治則孝氏、関 誠夫氏、菅田史朗氏、内田 章氏及び浦野邦子氏並びに監査役
高山靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、1,500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としています。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員
（いずれも退任者を含みます。）であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約
により被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して
株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用
等が補償されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように
するため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償の対象と
しないこととしています。

④　取締役及び監査役の報酬等
ⅰ　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年３月２日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容に
ついて報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること
や、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿う
ものであると判断しています。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

－ 40 －



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

会社役員の状況

ア. 基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとしています。

（ア）持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
（イ）中長期経営戦略を反映した制度であり、中長期経営目標達成を強く動機づける

ものであること
（ウ）短期志向への偏重を抑制する制度であること
（エ）優秀な人財を確保・維持できる制度と金額であること
（オ）ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、こ

れを担保する適切なプロセスを経て決定されること

イ.役員の報酬等の決定方針
(ア) 取締役の報酬等

　取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額(＊1)の範囲内で、個別の
支給額を決定します。監査役の報酬等についても、株主総会で承認された限度額
（＊2）の範囲内で監査役の協議により決定します。

（*1）取締役の報酬限度額は、2018年６月26日開催の第142回定時株主総会において１事業
年度あたり16億円以内（但し、使用人分給与は含まない）と決議いただいています。

（*2）監査役の報酬限度額は、2004年６月25日開催の第128回定時株主総会において１事業
年度あたり１億50百万円以内と決議いただいています。

(イ) 報酬諮問委員会の構成及び役割・責務
　取締役及び執行役員報酬の決定プロセスの客観性及び透明性を高めることを目的
として、取締役会の諮問機関として、その過半数を社外取締役とする３名以上の取
締役で構成される「報酬諮問委員会」を設置しています。
a.報酬諮問委員会の構成

　過半数を社外取締役とする３名以上の取締役
b.報酬諮問委員会の役割・責務

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役及び執行役員の報酬等の制
度及び決定方針について審議し、取締役会に答申するとともに、取締役会からの
委任を受けて、報酬制度に従って取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容を決
定します。

c.前記権限が適切に行使されるようにするための措置
　独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、委員の互選で委員
長を選定し、取締役会の承認を得た報酬制度に基づき個人別報酬額を決定するこ
とで、前述の目的に適合した決定を担保しています。
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会社役員の状況

（注）上記の通り、役員報酬等の決定プロセスの客観性及び透明性を高めるため、取締役
会は報酬諮問委員会に対して取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容の決定を委
任しています。当事業年度における報酬諮問委員会の構成は次の通りです。

宇治　則孝　社外取締役（委員長）
関　　誠夫　社外取締役
菅田　史朗　社外取締役
内田　　章　社外取締役
浦野　邦子　社外取締役
西島　剛志　取締役会長
奈良　　寿　代表取締役社長

ウ.役員報酬の構成
　社内取締役及び執行役員の報酬は、(ア) 固定報酬である基本報酬と(イ) 業績連動報酬
（(イ)-1 年次インセンティブと(イ)-2 中長期インセンティブ）で構成されています。
　業績連動報酬は、社外取締役及び非業務執行取締役、監査役を除く取締役及び執行役
員を対象としています。これは、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査
役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみ支給するという
考え方であり、同様に非業務執行の取締役についても基本報酬のみ支給します。
　役員の報酬額の水準については、外部機関の調査結果に基づく国内外の同業または同
規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。
　役位別・職位別の報酬水準は、同輩企業の50%ileを基準とし、環境変化に応じた柔
軟な運用や優秀な経営人財を獲得・保持する観点から、概ね25%ile～75%ileの範囲内
で運用することとしています。
　なお、海外で採用する人財の報酬については、その海外地域における役員報酬調査デ
ータに基づいて役位毎の職責を考慮して報酬ベンチマーク分析を行い、個別に定めるこ
とがあります。
　具体的な役員および執行役員の報酬構成は、役員区分に応じて以下のとおりとしてい
ます。
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役員区分 (ア) 基本報酬
(イ) 業績連動報酬

((イ)-2に非金銭報酬を含む)
備考

(イ)-1 年次
インセンティブ

(イ)-2 中長期
インセンティブ

取締役
(社外取締役及び
非業務執行取締役を除く)

○ ○ ○ 役員報酬及び
使用人分給与

社外取締役及び
非業務執行取締役 ○ － － 役員報酬

監査役 ○ － － 役員報酬

社外監査役 ○ － － 役員報酬

非取締役執行役員 ○ ○ ○ 使用人分給与

(ア) 基本報酬
　基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び執行役員としての役割と役位に応
じて報酬諮問委員会にて定められた基準に基づき金額を決定します。

(イ) 業績連動報酬
　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上および中期的な企業価値向上に対する
意識を高めるため、報酬諮問委員会にて業績指標（KPI）を定め、目標値に対する
達成度合いに応じて算出された額または数を支給します。
　業績連動報酬の考え方はつぎのとおりです。
a.全報酬に占める業績連動報酬の比率を高くする。
b.役位が上位の者ほど業績連動報酬の全報酬に占める比率を高くし、代表取締役は　
60%とする。
c.株式報酬の全報酬に占める割合を同業または同規模の他社水準以上とする。

　(イ)-1 年次インセンティブ
　業績連動報酬のうち年次インセンティブは、報酬諮問委員会において単年度の
全社業績評価と個人業績評価に基づき算定し、年1回支給します。支給額は、業
績目標達成時を100％として、0％～200％の範囲で変動するよう設計しています。
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基本報酬
１

年次インセンティブ
0.5

（0～1）

※業績目標を達成した場合の基本報酬と年次インセンティブの比率は、役位が上位
の者ほど年次インセンティブの比率を高く設定し、代表取締役の１対0.75から役位
が下がるにつれてさがり、執行役員を含む全体の平均が概ね1対0.5になるように設
計しています（イメージ図１）。なお、この比率は業績目標の達成度合いによって
は、1対0から1対1の間で変動する場合があります。

（イメージ図１）

(イ)-2 中長期インセンティブ
　業績連動報酬のうち、中長期インセンティブについては、2018年６月26日開
催の第142回定時株主総会において、中期経営計画が対象とする期間の最終事業
年度における当社の連結自己資本利益率（連結ROE）等の達成度に応じて当社株
式及び金銭を支給する業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス・シェア・
ユニット制度（以下「PSU制度」）を導入しています。

　中期経営計画が対象とする期間において取締役会があらかじめ設定した業績目
標その他要件を前提とし、支給対象となる取締役及び執行役員の役位毎に報酬諮
問委員会にて定めた株式報酬基準額に、業績目標達成条件に応じて取締役会があ
らかじめ設定した係数（以下「支給率」）を乗じて、対象となる取締役及び執行
役員毎の中長期インセンティブによる報酬額を決定し、報酬額の60%に相当する
金額を当社株式で、40%に相当する金額を金銭として支給します。支給率は業績
目標の達成度合いに応じて０％から100%の範囲で変動するよう設計しています。
　中長期インセンティブにおける業績目標は、中期経営計画との連動を基本に考
えており、企業価値及び株主価値向上の両面において重要な指標であるとの考え
から、経営の効率性を示す指標である「自己資本利益率（ROE）」としていま
す。
　なお、PSU制度では、重大な不正会計または巨額損失が発生した場合、PSU制
度に係る報酬額として支給した報酬の全部または一部を無償で返還請求できるク
ローバック条項を設定しています。

※中長期インセンティブの支給年度において、年次インセンティブ、中長期インセ
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基本報酬
１

年次インセンティブ
0.5

（0～1）

中長期インセンティブ
0.5

（0～0.5）

2021年３月期に設定した業績目標 2021年３月期実績

連結売上高 4,139億円 3,742億円

連結売上高営業利益率(ROS) 9.9％ 8.4％

実績ROE 支給率

8％未満 0％

8％以上、11％未満 (実績ROE×100-8)／3×25％

11％以上、14％未満 (50＋(実績ROE×100-11)／3×50)％

14％以上 100％

ンティブそれぞれの業績目標を達成した場合の基本報酬との比率は、役位が上位の
者ほど基本報酬に対する比率を高く設定し、代表取締役の１対0. 75から役位が下が
るにつれてさがり、執行役員を含む全体の平均が概ね１対0.5対0.5になるように設
計しています（イメージ図２）。
　なお、この比率は年次インセンティブ及び中長期インセンティブそれぞれの業績
目標の達成度合いによっては、1対0対0から１対1対0.5の間で変動する場合があり
ます。

（イメージ図２）

（注）１．年次インセンティブにおける単年度の全社業績評価につながる業績目標は、当
社グループが持続的な成長を図るために重要な指標であるとの考えから「連結売上
高」と「連結売上高営業利益率（ROS）」としています。

業績連動報酬の決定要素の一つとなる、2021年３月期の実績は以下のとおりです。

２．中長期インセンティブにおける業績目標は、中期経営計画との連動を基本に考え
ており、中期経営計画で設定しているいくつかの業績目標の中から、企業価値及び株
主価値向上の両面において重要な指標であるとの考えから、経営の効率性を示す指標
である「自己資本利益率（ROE）」を選択しています。

※ 2021年３月期の実績ROEは6.5％となり、支給率は０％となりました。
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区 分
報 酬 等 の
総 額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円） 対象となる

役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬

取締役
（うち 社外取締役）

256
(60)

180
(60)

76
(-)

9
(5)

監査役
（うち 社外監査役）

88
(34)

88
(34)

-
(-)

5
(3)

合計
（うち 社外役員）

345
(94)

268
(94)

76
(-)

14
(8)

ⅱ　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2. 取締役の報酬限度額は、2018年６月26日開催の第142回定時株主総会において１事業年度あたり16億円以内

（但し、使用人分給与は含まない）と決議いただいています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名
（うち、社外取締役は４名）です。

3. 監査役の報酬限度額は、2004年６月25日開催の第128回定時株主総会において１事業年度あたり１億50百万
円以内と決議いただいています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、５名です。

4. 業績連動報酬は、年次インセンティブと中長期インセンティブにより構成されています。なお、当事業年度
は、年次インセンティブのみ支給されました。

5. 役員退職慰労金制度については、2004年６月25日開催の第128回定時株主総会の日をもって廃止しました。
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氏 名 地 位 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

宇 治 則 孝 社外取締役

取締役会出席状況　14回／14回中
　筆頭社外取締役として、当事業年度に開催された取締役会14回全
てに出席しました。なお、2021年６月23日までは取締役会議長とし
て取締役会の議事運営を適切に行いました。
　経営者としての高い見識と技術開発、情報通信分野に関する豊富な
経験と深い知見を持ち、取締役会では、当該観点から積極的に意見を
述べており、 経営の妥当性、客観性、透明性を高めるための適切な
役割を果たしております。また、指名諮問委員会の委員・報酬諮問委
員会の委員長として、当事業年度に開催された指名諮問委員会14
回、報酬諮問委員会６回の全てに出席しました。

関 　 誠 夫 社外取締役

取締役会出席状況　14回／14回中
　当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席しました。
　経営者としての高い見識とエネルギー産業を中心とするエンジニア
リング・ビジネスの豊富な経験と深いグローバルビジネスの知見を持
ち、取締役会では、当該観点から積極的に意見を述べており、経営の
妥当性、客観性、透明性を高めるための適切な役割を果たしておりま
す。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、当事業年
度に開催された指名諮問委員会14回、報酬諮問委員会６回の全てに
出席しました。

菅 田 史 朗 社外取締役

取締役会出席状況　14回／14回中
　当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席しました。
　経営者としての高い見識と産業用機器製品の開発、マーケティング
の豊かな経験と深いグローバルビジネスの知見を持ち、取締役会で
は、当該観点から積極的に意見を述べており、経営の妥当性、客観
性、透明性を高めるための適切な役割を果たしております。また、指
名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催され
た指名諮問委員会14回、報酬諮問委員会６回の全てに出席しまし
た。

⑤　社外役員に関する事項
ⅰ　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　上記①取締役及び監査役の状況に記載のとおりです。

ⅱ　当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

氏 名 地 位 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

内 田  章 社外取締役

取締役会出席状況　14回／14回中
　当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席しました。
　経営者としての高い見識と、財務経理部門を中心とする経営管理分
野の幅広い経験を有し、取締役会では、当該観点から積極的に意見を
述べており、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるための適切な役
割を果たしております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委
員として、当事業年度に開催された指名諮問委員会14回、報酬諮問
委員会６回の全てに出席しました。

浦 野 邦 子
（注） 社外取締役

取締役会出席状況　11回／11回中
　当事業年度に開催された就任後の取締役会11回の全てに出席しま
した。
　大手製造業において、生産、人事・教育、広報・CSRなどの幅広
い実務経験と経営者としての豊富な経験を有し、取締役会では、当
該観点から積極的に意見を述べており、経営の妥当性、客観性、透
明性を高めるための適切な役割を果たしております。また、指名諮
問委員会・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された
就任後の指名諮問委員会10回、報酬諮問委員会４回の全てに出席し
ました。

高 山 靖 子 社外監査役

取締役会出席状況　14回／14回中
監査役会出席状況　17回／17回中
　取締役会14回の全てに、また、監査役会17回の全てに出席しました。
　大手コンシューマー・ビジネス企業におけるＣＳＲ担当をはじめとし
た幅広い実務経験や常勤監査役としての経験、さらに、様々な企業での
社外役員としての豊富な経験に基づき、取締役会等において当該観点か
ら積極的に意見を述べております。

大 澤 　 真 社外監査役

取締役会出席状況　14回／14回中
監査役会出席状況　17回／17回中
　取締役会14回の全てに、また、監査役会17回の全てに出席しました。
　経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い
見識に基づき、取締役会等において当該観点から積極的に意見を述べ
ております。

小 野 　 傑 社外監査役

取締役会出席状況　14回／14回中
監査役会出席状況　17回／17回中
　取締役会14回の全てに、また、監査役会17回の全てに出席しました。
　弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有してお
り、経済界や教育界における幅広い活動に基づく高い見識に基づき、
取締役会等において当該観点から積極的に意見を述べております。

（注）取締役 浦野邦子氏については、2021年６月23日の就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しています。
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会計監査人の状況

支 払 額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 １億36百万円
当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う べ き 金 銭
そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 １億65百万円

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しています。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算出根拠等が適切であるかに
ついて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項及び同条第２項の同意を行っています。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外に所在する子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められ
る場合は、会社法第340条第２項の規定に従い、監査役全員の同意により会計監査人を解任いた
します。
また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合に
は、会社法第344条の規定に従い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社
取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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業務の適正を確保するための体制

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令・定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業
集団の業務の適正を確保するために必要なものとして定める体制として、以下のとおり、
「YOKOGAWAグループ内部統制システム」を整備しています。
① 当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
・ コンプライアンスの基本原則を『YOKOGAWAグループ行動規範』として、当社の取締役並

びにグループ各社の取締役及びこれに相当する者（以下「取締役等」という）は、これを率先
し、企業倫理の遵守と浸透にあたる。

・ グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処のために、企業倫理
担当部署を設置する。

・ 取締役会における意思決定は、『取締役会規程』及び『意思決定管理規程』に基づいて行な
う。社外取締役を含む各取締役は、取締役会を構成する取締役として、他の取締役の業務執行
を適切に監督する。監査役は、取締役の職務の執行に対して、『監査役監査基準』及び『監査
役会規則』に基づく監査役監査を実施する。

・ グループ各社の取締役会及びこれに相当する意思決定機関における意思決定は、当社の規程に
準じてグループ各社において策定された規程に基づき行う。当社の監査役は、グループ各社に
対して定期的な往査を行う。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 『取締役会規程』、『伝達ならびに文書管理規程』及び『文書管理規則』を定め、議事録及び

保存すべき情報に関するルールと管理体制を整備する。
・ 『グループ情報セキュリティマネジメント規程』及び『インサイダー取引防止に関する規程』

を定め、情報の機密性の区分に関するルールと管理体制を整備する。また、グループで業務に
従事する者に対して、秘密保持に関する誓約を求める。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ グループのリスク管理に関する基本的事項を定め、その活動を円滑かつ効果的に推進することを

目的に『リスク管理規程』を定める。同規程に基づき、リスク管理委員会が、グループとして重
点的に管理すべき重大なリスクを選定するとともに、そのモニタリング方法を決定し、取締役会
に報告する。代表取締役社長は、リスク管理委員長としてリスク管理の統括責任を負う。

・ グループの各組織は、リスクを洗い出し、評価するとともに対応策を立案・実行する。内部監
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査担当部署は、グループのリスク管理プロセスの有効性を評価し、重要な事項は取締役会及び
監査役に報告する。

・ 危機事象に対する対応は、『グループ危機管理規程』に定める。代表取締役社長が危機管理委
員長として、グループにおいて危機事象が発生した際の情報伝達及び指揮命令を統制し、人的
な安全の確保及び経済的な損失の最小化を図る。

④ 当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 『取締役会規程』及び『意思決定管理規程』を定め、取締役会における審議の充実及び経営会

議などの取締役会以外の意思決定機関への権限委譲を図る。
・ 全社的な経営目標を定め、目標達成のための取り組みをレビューする。単年度の経営目標につ

いては、組織毎に四半期単位でレビューし、年間目標の達成に向けた活動を展開する。取締役
会は、これらの経営目標の達成状況の報告を受け、効率化を阻害する要因を排除・低減するな
どの活動を指示し、目標達成に向けて全社としての効率性を追求する仕組みを構築するととも
に、経営目標の達成状況をリアルタイムで把握・報告・活用するために、経営情報システムの
整備に努める。

・ 取締役会の実効性強化を支えるため、取締役会室を設置し、専任者を含む人員を置く。
⑤ 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ グループで業務に従事する者が取るべき行動を、『YOKOGAWAグループコンプライアンス

ガイドライン』として定め、反社会的勢力とは一切係わり合いを持たず毅然とした対応を取る
ことを明示する。

・ 代表取締役社長が法令等遵守の重要性を繰り返し伝えるとともに、企業倫理担当部署が中心と
なってコンプライアンスに関する教育を継続的に展開する。

・ コンプライアンスに関わる問題の通報・相談を受け付ける内部通報・相談窓口に関しては、
『YOKOGAWAグループコンプライアンスマネジメント規程』及び『内部通報・相談規則』
で定め、適切に運営する。また、その窓口に関して、グループ全体に周知活動を行う。

・ コンプライアンスの徹底状況について、企業倫理担当部署がモニタリングを実施し、重要な事
項については取締役会及び監査役に報告する。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社はYOKOGAWAグループの最上位規程である『Group Management Standards』

（GMS）を定め、各業務プロセスにおける役割及び責任分担を明確にすることにより、自律
的統制活動をベースとする内部統制システムの実現を図る。グループ各社に対しては、当社取
締役会で決議された内部統制システムの基本方針に基づき、グループ各社のそれぞれの機能、
体制に応じた最適な内部統制システムの整備等に関する指導・管理を行なう。グループ各社
は、当社に対して自らの取締役等の職務の執行に係る事項を適時・適切に報告する。
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業務の適正を確保するための体制

・ GMSをベースとした内部統制システムの各責任者は、システムの監査機能を有し、グループ
各社のシステムが実効性・効率性を確保（維持改善）するよう活動する。重要な事項について
は、取締役会及び監査役に報告する。内部統制システムのうち、業務の適正性の観点から特に
重要なシステムを『企業倫理システム』、『意思決定システム』、『業務マネジメントシステ
ム』、『危機管理システム』及び『監査役監査の環境整備』からなる展開システムとしてまと
め、YOKOGAWAグループ内部統制システムの統括責任体制を定めている。

・ 特に財務報告の信頼性の確保の面では、経理業務の適正を確保するために、『グループ経理規
程』をベースとした『会計管理システム』を定め、グループ各社の経理業務を統制する。ま
た、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応するために、財務報告に係る内部統制の
整備状況及び運用状況に対する評価と開示の体制を整備する。

・ 『YOKOGAWAグループ内部統制システム』の有効性に関する内部監査は、『グループ内部
監査規程』に基づき、内部監査担当部署が実施し、重要な事項については取締役会及び監査役
に報告する。

・ 監査役が、グループ会社における重要事項の決定について、直接又は当該グループ会社の監査
役から情報を入手し、確認することができる体制とする。

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

・ 監査役室を設置し、専任者を含む人員を置く。

⑧ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項

・ 監査役室の人員に関する人事異動は、監査役に事前に了解を求める。
・ 監査役室の人員に関する人事評価は、監査役会が指名する監査役が行う。

⑨ 当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

・ 当社の取締役及び使用人並びにグループ各社の取締役等、監査役及び使用人等は、以下に定め
る事項を監査役に報告する。

⒜　法令・定款違反に関する事項
⒝　内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項
⒞　会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項
⒟　意思決定に関する重要な事項
⒠　経営状況に関する重要な事項
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⒡　内部通報制度による通報状況に関する事項
⒢　その他コンプライアンスに関する重要な事項

・ 当社及びグループ各社は、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益
な取扱いを行わない。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・ 監査費用その他当社の監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査の実効性を担
保するべく適切な金額を当社の予算に計上する。なお、緊急又は臨時に支出した適正費用につ
いては、予算の計上にかかわらず事後に償還に応じる。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会議長、代表取締役及び経理・財務担当役員などのトップマネジメント並びに内部監

査・コンプライアンス担当部署を含む本社管理部門の責任者及び会計監査人との定期的な意見
交換の場を提供する。また、その他の取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施できる機会
及び環境を適宜提供する。

・ 効率的な監査ができるよう、会計監査人及び内部監査担当部署等との協議又は意見交換の機会
を提供する。また、監査の実効性を確保するため、社外取締役等との情報交換及び連携の機会
を提供する。

・ 必要に応じて、外部の専門家を任用することができる。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　「YOKOGAWAコーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、2021年度は定時株主総
会終了後、非業務執行の社内取締役（会長）が取締役会議長を務めました。適切な統制のもとで迅
速な業務執行が行われるようにするため、取締役会では内部統制システムやリスク管理体制の整備
に関する基本方針を定め、当該体制の運用が有効に行われているかどうか監視・監督し、適切な情
報開示に努めました。2021年度については、取締役会の実効性評価の結果等を踏まえ、中期経営
計画、長期経営構想及び会社の大きな方向性を業務執行に関する最重要監視・監督項目に位置づ
け、審議時間を優先的に配分しました。
　上記に併せ、2021年4月6日開催の取締役会で決議した「FY21内部統制システムの基本方針」に
基づき実施した、当期（第146期）における「YOKOGAWAグループ内部統制システム」の運用
状況の概要は次のとおりです。

① 法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 持続可能な社会の実現や人権問題、差別の排除など、国際的な視点も考慮し、YOKOGAWA

グループ行動規範及びコンプライアンスガイドラインを制定・周知しています。
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・ 法令及び定款の遵守はもとより、「不正をしない風土」と「不正をさせない仕組み」の維持・
向上のために、職場に密着したコンプライアンス推進体制をグローバルに整備しています。国
内では職場の相談役でもあるコンプライアンス推進者、海外ではコンプライアンスコーディネ
ーターがコンプライアンス意識の浸透・定着に向けた推進活動を展開しています。また、各組
織のコンプライアンス事務局及びコンプライアンス推進者代表を対象に、四半期ごとに「コン
プライアンス委員会」等を実施し、情報の共有と活動の進捗管理を行っています。

・ コンプライアンス意識の浸透状況を把握し、推進活動に役立てるため、「コンプライアンス意
識サーベイ」等を毎年実施し、その結果をYOKOGAWAグループ内で公開・共有するととも
に、職場・職位別に分析して、次年度の施策に結びつけています。

・ 啓発活動の一環として、毎年各種「コンプライアンス研修」を「Eラーニング」等を通じて全社
員に対して実施し、コンプライアンスに関する理解を深めるとともに、YOKOGAWAグループ
内で「コンプライアンス週間」を設け、コンプライアンス意識の向上と定着を図っています。

・ コンプライアンスに関わる問題点を早期に発見し、不正を未然に防止するため、国内及び海外
に社内通報・相談窓口、社外通報・相談窓口を設置し、迅速に対応処理しています。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理における基本方針や体制等、YOKOGAWAグループのリスク管理に関する基本的

事項を「リスク管理規程」として定め、その活動を円滑かつ効果的に推進しています。
・ YOKOGAWAグループの各組織は、自律的なリスク管理活動の一環としてリスクを洗い出

し、その重大度を、影響度及び発生可能性の面から評価するとともに、対応策を立案、実行し
ています。

・ YOKOGAWAグループの各組織で重要と考えるリスクを収集し、「事業機会」、「コンプラ
イアンス・危機事象」等の観点から分類するとともに、リスク管理委員会において、重点管理
リスクの選定及びモニタリング方法の決定を行い、取締役会に報告しています。

・ 2021年度は事業リスク、サイバー攻撃・情報セキュリティリスク及び自然災害・感染症リス
ク等をその重大度から重点管理リスクに選定し、それぞれのモニタリング方法に沿って対応策
の進捗を確認するとともに、四半期ごとにリスク管理委員会で活動状況を確認し、その内容を
取締役会等に報告しました。

・ 顕在化しているリスクへの対応については、予め定められた「グループ危機管理規程」に基づ
き対応を行い、取締役会に報告しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、半導
体部品不足またウクライナ情勢を巡る地政学リスクに対しては、代表取締役社長を委員長とす
る危機管理委員会において、情報共有を行うとともに方針や諸施策について検討し、対応しま
した。
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③ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ YOKOGAWAグループの最上位規程である「Group Management Standards」の充実を進

め、各業務プロセスにおける役割及び責任分担を明確にし、自律的統制活動及び適切なリスク
管理をベースとする内部統制システムへのレベルアップに向けた取り組みを推進しています。

・ 内部監査担当部署は、四半期毎の監査により、各内部統制システム統括部署が、それぞれの重
点指標を明確にし、指標の達成状況に応じてPDCAサイクルを回していることを確認しています。

④ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役会は、当期の重点監査項目を「新組織体制の確立と中期計画AG2023の進捗状況」、

「戦略投資の評価」、「YOKOGAWAグループの内部統制システムの整備・運用状況」、
「新たな働き方を踏まえた経営管理の状況」及び「厳しい経営環境におけるリスクへの対応」
と定め、年間活動計画に基づき、監査役監査を実施しました。

・ 監査役は、取締役会長兼取締役会議長、代表取締役社長、経営管理担当役員をはじめ、内部監
査担当部署、企業倫理担当部署、法務担当部署及び会計監査人との定期的及び必要に応じた意
見交換を行っています。また、必要に応じて取締役及び重要な使用人からヒアリングを行って
います。

・ 常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当部署との三様監査会議を実施し、また、内部監査
担当部署とは合同で子会社管理の監査を実施するとともに内部統制システムの監査を行ってい
ます。

・ 監査役は、テーマに応じて会計監査人や社内関係部署のメンバーを交え、社外取締役との会議
を実施し、連携を深めています。

・ 監査役会として、業務執行側から独立した社外の弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜相談のう
え、助言を得ています。
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会社の支配に関する基本方針

４．会社の支配に関する基本方針
　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、なにより当社の企業価値・株主共同
の利益を確保・向上させていくことが可能な者である必要があると考えています。

当社グループは、企業理念を「YOKOGAWAは 計測と制御と情報をテーマに より豊かな人間
社会の実現に貢献する　YOKOGAWA人は 良き市民であり 勇気をもった開拓者であれ」と定め
ています。この理念のもとに、健全で利益ある経営・企業活動を継続するとともに、お客様の付加
価値向上につながるソリューションサービスの提供を通じて、地球環境保全、持続可能な社会の実
現に貢献していくことが、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えてい
ます。

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付
行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと
考えており、当社株式に対する大規模な買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値
の向上及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主や会社に対して、買付に
係る提案内容や代替案を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の
経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益に対する侵害をもたらすおそれのあるもの、
株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、買付条件が当社の企業価値・株主共同の
利益に鑑み不十分又は不適当であるもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定され
ます。
　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者として不適切であると考えており、関係する法令に従い、大規模買付行為の是非を株主の
皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の意見等を
開示するとともに、株主の皆様の検討に必要な時間の確保に努めるなど、適切な措置を講じてまい
ります。
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連結貸借対照表

連結計算書類 連 結 貸 借 対 照 表

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部 負債の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

流動資産合計
固定資産

有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
使用権資産
建設仮勘定

有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウエア
のれん
その他

無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

投資その他の資産合計
固定資産合計　

117,687
11,572
116,601
58,155
16,662
4,584
21,758
22,479
△5,304
364,195

46,089
8,159
6,144
15,448

57
8,083
2,961
86,943

13,997
12,378
11,940
38,316

53,241
7,154
7,124
△1,154
66,366
191,626 　

流動負債
支払手形及び買掛金 26,590
電子記録債務 10,119
短期借入金 1,576
コマーシャル・ペーパー 20,000
未払金 19,046
未払法人税等 5,926
契約負債 41,124
リース債務 2,758
賞与引当金 17,127
工事損失引当金 6,499
その他 26,424

流動負債合計 177,192
固定負債

長期借入金 24,095
繰延税金負債 2,077
退職給付に係る負債 4,687
リース債務 5,619
その他 1,792

固定負債合計 38,272
負債合計 215,465
純資産の部
株主資本
資本金 43,401
資本剰余金 54,392
利益剰余金 221,446
自己株式 △1,407

株主資本合計 317,832
その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,592
為替換算調整勘定 5,138
退職給付に係る調整累計額 △976

その他の包括利益累計額合計 15,754
非支配株主持分 6,769
純資産合計 340,356

資産合計 555,822 負債純資産合計 555,822

（2022年３月31日現在）
(単位：百万円)
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書
（ 自　2021年 4 月 1 日

至　2022年 3 月31日 ）
科　目 金　額

売上高 389,901
売上原価 217,091

売上総利益 172,810
販売費及び一般管理費 142,124

営業利益 30,685
営業外収益
受取利息 605
受取配当金 1,785
為替差益 1,346
持分法による投資利益 3,128
雑収入 679 7,546

営業外費用
支払利息 684
貸倒引当金繰入額 294
支払手数料 244
寄付金 174
雑損失 1,077 2,475
経常利益 35,757

特別利益
固定資産売却益 33
投資有価証券売却益 58 92

特別損失
固定資産売却損 1
固定資産除却損 372
減損損失 1,410
投資有価証券評価損 1,758
関係会社株式売却損 139
事業構造改善費用 2,058 5,740
税金等調整前当期純利益 30,109
法人税、住民税及び事業税 8,165
法人税等調整額 △1,730 6,435
当期純利益 23,674
非支配株主に帰属する当期純利益 2,392
親会社株主に帰属する当期純利益 21,282

(単位：百万円)
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貸借対照表

計算書類 貸　借　対　照　表
科　目 金　額 科　目 金　額

資産の部 負債の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
その他

有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
借地権
その他

無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
差入敷金保証金
長期金融資産
その他
貸倒引当金

投資その他の資産合計
固定資産合計　

25,820
601

36,662
200
1,271
239
765
1,906
42,667
15,567
1,234
△1,588
125,347

20,921
670
458
2,389
8,208
1,318
47

34,013

10,602
7,436
488
699

19,226

37,819
42,034
14,319
193
2,074
684
△90

97,034
150,275　

流動負債
電子記録債務 2,558
買掛金 7,366
短期借入金 5,548
コマーシャル・ペーパー 20,000
未払金 14,606
未払費用 1,702
未払法人税等 452
契約負債 860
預り金 323
賞与引当金 3,771
その他 4,231

流動負債合計 61,423
固定負債

長期借入金 24,000
繰延税金負債 2,423
その他 730

固定負債合計 27,154
負債合計 88,577

純資産の部
株主資本
資本金 43,401
資本剰余金 54,514
資本準備金 36,350
その他資本剰余金 18,164

利益剰余金 78,964
その他利益剰余金 78,964
固定資産圧縮積立金 1,033
繰越利益剰余金 77,931

自己株式 △1,407
株主資本合計 175,472
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,573
評価・換算差額等合計 11,573
純資産合計 187,045

資産合計 275,623 負債純資産合計 275,623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2022年３月31日現在)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
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損益計算書

損　益　計　算　書
（ 自　2021年 4 月 1 日

至　2022年 3 月31日 ）
科　目 金　額

売上高 104,926
売上原価 52,774

売上総利益 52,152
販売費及び一般管理費 55,723

営業損失（△） △3,570
営業外収益
受取配当金 19,803
諸施設賃貸収益 2,508
為替差益 588
雑収入 469 23,369

営業外費用
支払利息 303
諸施設賃貸費用 2,314
支払手数料 262
貸倒引当金繰入額 1,587
雑損失 277 4,744
経常利益 15,054

特別利益
固定資産売却益 8
投資有価証券売却益 58 67

特別損失
固定資産除却損 306
減損損失 94
投資有価証券評価損 1,758
関係会社株式評価損 1,352
投資有価証券売却損 150
事業構造改善費用 943 4,606
税引前当期純利益 10,514
法人税、住民税及び事業税 △711
法人税等調整額 △1,596 △2,307
当期純利益 12,822

(単位：百万円)
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 茂　木　浩　之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 波多野　伸　治

2022年５月13日
横河電機株式会社

取締役会　御中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
　 東 京 事 務 所　　　　　　　　 

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、横河電機株式会社の2021年４月１日から2022年３

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、横河電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 茂　木　浩　之
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 波多野　伸　治

2022年５月13日
横河電機株式会社

取締役会　御中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
　 東 京 事 務 所　　　　　　　　 

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、横河電機株式会社の2021年４月１日から

2022年３月31日までの第146期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告

－ 63 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 64 －



2022/05/19 8:33:26 / 21827145_横河電機株式会社_招集通知

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第146期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回
線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思
疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議にオンライン形式を交えながら出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等とオンライン形式で意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報
告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監
査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会その他に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査
上の主要な検討事項については、有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

横河電機株式会社　監　査　役　会
常勤監査役 前 村 幸 司㊞
常勤監査役 渡 辺 　 肇㊞
社外監査役 高 山 靖 子㊞
社外監査役 大 澤 　 真㊞
社外監査役 小 野 　 傑㊞

　

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指
摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月13日

　

以　上
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トピックス

YOKOGAWA Topics 2021年4月～2022年3月の当社グループの活動の
中から主なものをご紹介します。　※日付は発表月です

受  注
10月 セネガル国営水道公社から配水管理システム

1月 オープン・プロセス・オートメーション（OPA）に関するフィール
ドテストのシステムインテグレータに選定

3月 エチオピアのアディスアベバ上下水道公社から上水道設備向
け統合管理システム

研究開発・製品・ソリューション

4月
NTTドコモと5Gやクラウド・AIを活用したプラントの
システムをリモート制御する共同実証実験に合意

6月
高機能ナノセルロース素材「S-CNF」の提供を開始／植物の
成長促進に有効な微細藻類由来のバイオスティミュラント
「Panacea」の販売を開始（横河バイオフロンティア）

8月
光スペクトラムアナライザ
「AQ6380」発売

12月

1細胞解析に革命をもたらす
細胞内サンプリングシステム
「SS2000」を開発

JAXAの宇宙探査イノベーションハブで採択された研究を
開始

3月
世界初 AIによる自律制御で化学プラントを35日間連続制御
（横河電機／ENEOSマテリアル（旧JSRエラストマー事業部門））

提携・買収・譲渡

8月 Fluence Analytics社に出資、業務提携契約を締結

10月 航空機用計器事業を沖電気工業株式会社に譲渡する旨の
契約を同社と締結

　

その他
4月 経済産業省指針に基づく「DX認定事業者」に選定

6月 主要なESG指数に継続採用
（6、7、11、12、1、3月）

P.68
サステナ

ビリティへの
取り組み
ご参照　

7月

政学産連携の「月面産業ビジョン協議会」に参画、
提言を日本政府に共同提出

中期経営計画
「Accelerate Growth 2023」に
おけるサステナビリティ目標を設定

P.68
サステナ

ビリティへの
取り組み
ご参照　

12月

Yokogawa IR Day 2021
（制御サブセグメント事業戦略）／
DX説明会を開催

P.69 ピックアップ
ご参照　

日本テレワーク協会の
「第22回テレワーク推進賞」で優秀
賞を受賞

P.69 ピックアップ
ご参照　

2月

「YOKOGAWAレポート2021」が
GPIFの国内株式運用委託先から
高く評価

P.69 ピックアップ
ご参照　

「Carbon Clean 200」のランキング
に初選定

P.68
サステナ

ビリティへの
取り組み
ご参照　

11月 革新的なバイオプロセス向けデジタルツイン技術を
もつInsilico Biotechnology社を買収

12月 電力系統・再生可能エネルギー電源向け
高速制御ソフトウェア開発の米国PXiSE社を買収
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トピックス

サステナビリティへの取り組み

2022年版「Carbon Clean 200」リストに初めて選定
クリーンエネルギーの未来への道をリードする世界の上場企業200社（対象8,480社）を選定した2022年版
「Carbon Clean 200™（Clean200）」リストに初めて掲載されました。当社は、再生可能エネルギー、水、医
薬品・食品、エネルギーや資源の効率的利用などを主なサステナビリティへの貢献領域と定めて活動しており、今
回、同社から2020年度の売上高の88.16％がクリーン・レベニューに相当すると評価されています。

ESG評価がさらに向上、ESGインデックス組み入れも拡充
国内外の主要なESG評価が向上し、ESGインデッ
クスも組み入れが拡充するなど、引き続き高い評
価をいただいています。
＜2021年度で新たに選定／採用されたインデックス等＞

▶ISS ESG - ESGコーポレートレーティング「プライム」認定
▶サステナリティクスTop-Rated ESG Regional Performer認定
▶「Carbon Clean 200」リストに選定
▶FTSE ブロッサム・ジャパン・Sector Relative Index構成銘柄選定

また、年金基金の運用額として世界最大規模であ
るGPIF※が選定したESG指数の全ての構成銘柄に
も引き続き採用されています。
※年金積立金管理運用独立行政法人

中期経営計画「Accelerate Growth 2023」におけるサステナビリティ目標を設定
2023年度を最終年度とする中期経営計画「Accelerate Growth（アクセラレート 
グロウス）2023」におけるサステナビリティ目標を設定しました。持続可能な開発
目標（SDGs）への貢献拡大やサステナビリティ経営の基盤強化の観点で重点課題を
特定し、中長期的な指標および目標を定めました。その一環として、グループ全体
の温室効果ガス排出削減を加速し、2040年のカーボンニュートラルを目指します。
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ピックアップ

Yokogawa IR Day 2021/Yokogawa DX説明会を開催
制御事業の新たなサブセグメント体制、および中期経営計画における取り組みをご理解いただくことを目的に、投
資家・アナリスト向けの説明会をリモート会議形式で開催しました。IR Dayには約80名が参加され、制御サブセグ
メントの事業戦略について各担当本部長より説明しました。DX説明会には約60名が参加され、当社のDXへのアプ
ローチと進捗状況について担当本部長より説明しました。参加された方々の多くから「事業部責任者による説明を
聞けて理解が深まった」との評価をいただいています。
今後も皆さまからの期待に沿えるよう、分かりやすい情
報発信に努めてまいります。

「第22回テレワーク推進賞」で優秀賞（テレワーク実践部門）を受賞
（一般社団法人日本テレワーク協会）

当社は2016年にテレワーク制度を導入し、これまで制度の定着と拡充を図ってきました。今般の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大で働き方に影響を受けても、問題なくテレワークに移行することができています。本受賞では、
テレワークを主な勤務形態とする「遠隔地勤務制度」の導入、またパンデミック起因の出社制限によるテレワーク
環境下でも、クラウド活用による社員同士の“つながり”の維持、またクラウド設備の
増強などにより事業継続性を確保した点が評価されました。長引くコロナ禍にあっ
て、当社は全社員に対して出社制限とテレワークの徹底など、各国の状況に応じた対
策を行っています。引き続き感染拡大防止の徹底を図り、コロナ禍での事業継続に取
り組んでいきます。

写真右：執行役員 人財総務本部長 松井 幹雄

「YOKOGAWAレポート2021」がGPIFの国内株式運用委託先から高く評価
統合報告書「YOKOGAWAレポート2021」が、GPIFの国内株式運用委託先が選ぶ「優れた統合報告書」と「改
善度の高い統合報告書」の両方同時に選定されました。「優れた統合報告書」は2年ぶり4回目、「改善度の高い統
合報告書」は3年ぶり3回目の選定となります。
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株主メモ

株 主 メ モ

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 ６月

基準日

定時株主総会および期末配当金 ３月31日
中間配当金 ９月30日
その他、必要がある場合は、あらかじめ公
告します。

単元株式数 100株

上場証券取引所 東京証券取引所　プライム市場

株主名簿管理人
および
特別口座の管理機関

〒100-8241
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

お取扱窓口

証券会社等に口座をお持ちの場合、住所変
更や買取請求等株主様の各種お手続きは、
原則として口座を開設されている証券会社
等経由で行っていただくこととなりますの
で、ご利用の証券会社等へご連絡をお願い
いたします。
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特
別口座の場合）、右記のお取扱店にてお取
次いたします。
なお、支払明細の発行に関するお手続きに
つきましては、みずほ信託銀行の右記連絡
先にお問い合わせください。

　

お問い合わせ先

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324（土・
日・祝日を除く ９:00〜17:00）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社
本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取り扱いできま
せんのでご了承ください。

未払配当金の
お支払

みずほ信託銀行株式会社
本店および全国各支店

株式会社みずほ銀行
本店および全国各支店

公告方法

電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によ
って電子公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載して公告します。
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